
・直系親族の世帯が同一小学校区内で新たに一戸建て住宅を取得する際に

要する費用の一部を補助

補助額 町内事業者により取得 最大１００万円（取得費用の２分の１以内）

町内事業者により取得 最大 ５０万円（取得費用の２分の１以内）

おおい町多世帯近居住宅取得支援事業 【継続】

おおい町 令和５年度 住宅関連補助 【事業一部紹介】

・町の定める耐震診断を行った結果、耐震補強の必要があると判定された木造住宅の

耐震改修工事に要する費用の一部を補助

補助額 (全体改修) 最大80万円(工事費の23％以内)

(部分改修) 最大30万円(工事費の23％以内)

おおい町木造住宅耐震改修促進事業 【継続】


